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福津市商工会青年部運営内規 

 

 

（目 的） 

第 １条 この内規は、福津市商工会運営規約第４４条(以下｢本会規約｣という。)の規程

に基づき、青年部の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。  

（届 出） 

第 ２条 本会規約第３２条１項の規定により、青年部に加入しようとする者は、次の事

項を部長に届け出なければならない。  

   ⑴ 氏名、生年月日及び住所  

   ⑵ 事業所の名称及び所在地  

   ⑶ その他必要な事項  

  ２ 前項の各号について変更したときも同様とする。  

(部会費) 

第 ３条 本会規約第３５条第２項に定める部会費の額及びその払込の方法並びに納期は、

別表１のとおりとする。  

（通常部員総会の開催時期及び招集）  

第 ４条 通常総会は、毎事業年度終了後２月以内に開催する。  

   ２ 部員総会の招集は、少なくとも会日の１週間前までに各部員に対し、会議の目的

たる事項、日時及び場所について、通知して行うものとする。  

   ３ 臨時部員総会は、部長が必要と認めたときに、常任委員会の同意を得て開催する。  

（議事録） 

第 ５条 部員総会の議事については、議事録を作らなければならない。  

  ２ 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した常任委

員（監査委員を除く。）が署名しなければならない。  

（部役員） 

第 ６条 青年部につぎの役員を置く。  

（１） 部 長    １名 

（２） 副部長    ３名 

（３） 常任委員   ３名 

（４） 会計委員   １名 

（５） 監査委員   ２名 

（委員会の設置） 

第 ７条 青年部に部員総会の議を経て、事業活動に沿った各種委員会を置くことができ

る。 

  ２ 委員会に委員長１名を常任委員会の互選により選任する。  

  ３ 部員は、各委員会のいずれかに所属するものとする。  

（会計委員） 

第 ８条 会計委員は、常任委員の中から、常任委員会の互選により選任する。  

 

（脱 退） 
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第 ９条 部員は、次の場合脱退する。  

   ⑴ 部員たる資格を喪失した場合。ただし、年齢制限による場合は満４５歳に達し

た最初の年度末に脱退するものとする。  

   ⑵ 役員に在職中の者は、役員の任期満了の日をもって脱退するものとする。  

   ⑶ 死亡した場合。  

   ⑷ 除名された場合。  

   ⑸ 前各号の場合のほかに脱退しようとする部員は、その旨を常任委員会に申し出

て承認を受け、脱退することができる。  

（顧問及び相談役）  

第１０条 青年部に顧問及び相談役を置くことができる。  

  ２ 顧問及び相談役は、常任委員会の同意を得て、部長が委嘱する。  

  ３ 前項の委嘱にあたっては、会長の承認を得るものとする。  

（賛助部員） 

第１１条 部員たる資格を有しない者あっても、青年部の趣旨に賛同する者は、青年部の

賛助部員になることができる。 

  ２ 第２条から第３条（加入、部費）及び第９条(３)から(５)（脱退）、第１４条（慶

弔）の規定は、賛助部員について準用する。 

（事業年度の準用）  

第１２条 青年部の事業年度及び会計は、本会の規定を準用する。  

（収 入） 

第１３条 青年部の経費は、部会費、本会からの助成金及びその他の収入をもってあてる。  

（旅 費） 

第１４条 青年部の旅費は、本会の規定(職員)を準用する。 

（慶弔及び表彰） 

第１５条 青年部の慶弔は、常任委員会の議を経て、別表２に定める額とする。  

  ２  特に功労のあった部員に対して、表彰することができる。  

 

 

附   則 

１．この内規は、平成１９年４月１日から実施する。  

 

１．この内規は、平成２０年７月１日から実施する。  

 

１．この内規は、平成２１年４月２５日から実施する。  

 

１．この内規は、平成２３年４月１６日から実施する。  

 

１．この内規は、平成２７年４月１４日から実施する。  

 

１．この内規は、平成２７年７月６日から実施する。  
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別表 １ 

部 会 費 

１．部会費 月額１，０００円  

２．納入の方法  現金払い 

３．納 期 年２回 

＊納入された部会費はいかなる事由があっても返還しない。  

 

別表 ２ 

慶  弔 

１．本 人 ⑴ 結 婚 ５，０００円  

 ⑵ １５日以上入院  ３，０００円  

 ⑶ 死 亡 １０，０００円  

２．配偶者  ⑴ 死 亡 １０，０００円  

３．両親・子  ⑴ 死 亡 ５，０００円  

４．初 盆 ⑴ 本 人 ３，０００円  

 ⑵ 家族 １，０００円  

 


